令和７年度　第２回自殺対策検討委員会　会議要旨
	開催日時
	令和７年９月18日（木）　19時30分～20時45分

	開催場所
	霧島市役所　別館４階　中会議室

	出席委員
	上山委員、山﨑委員、倉津委員、竹田委員、末吉委員、牛牧委員、武田委員、
緒方委員、立元委員、小濵委員、岡元委員

	事務局
	【健康増進課】鮫島課長、赤水健康づくり推進グループ長、西主査、徳重主査、窪田主事、酒井主事補
【すこやか保健センター】上小園所長、大田地域保健第一グループ長、
伊藤技師

	公開・一部非公開又は非公開の別
	公開
	傍聴人数
	０人

	議事
（１）霧島市自殺対策計画（第２次）について
　　　・第１章～第３章について
　　　・第４章～第８章について
（２）その他

	協議結果等の概要　　　議：議長　　委：委員　　事：事務局　

（１）霧島市自殺対策計画（第２次）について
　　・第１章～第３章について
⇒事務局が説明
⇒意見なし

・第４章～第８章について
⇒事務局が説明
委：資料37ページ計画の事業評価指標の１地域におけるネットワーク強化における障害者自立支援協議会運営事業の評価指標について、精神保健福祉部会の開催数が上がっているが、障害者自立支援協議会運営事業の中に５つの専門部会があり、その１つが精神保健福祉部会になる。ネットワークの強化を目的とするならば評価指標に５つの部会全てを含んだ方がいいのではないか。 
　　また、１地域におけるネットワーク強化だけでなく、３市民への相談・支援の充実にも、障害者自立支援協議会運営事業を本来は入れるべきなのではないか。

　事：担当課と協議を重ね、その結果を評価指標の内容としているが、 今頂いたご意見を踏
まえて、再度担当課と協議することとする。
　
議：基本施策の４児童生徒への支援の充実ということで、主な取組方針が4項目ほど挙げてあ
るが、学校教育課の立場から意見をお願いしたい。
 
　委：第２次計画は第１次計画に比べ学校教育課の取り組みが増えている。昨今の若者の自殺者
数が全体を通して増加しているという現状を見て、学校教育課としても様々な取組に力を
入れており、個々の児童生徒への支援の充実というところでより多くの活動を行ってい
る。


議：生活困窮者に関する対する取り組みが10事業あるが、生活福祉課の立場から意見をお願
いしたい。 
　
事：計画の事業評価指標の目標値を数値目標から実績値に変更したことで、取組成果の
評価が分かりやすくなったと思う。事業の取組成果は、世間の状況によっても影響を
受け実施数も変動する可能性があるため、数値目標を設定するより実績値の方が評価
に適している。そこを考慮してもらえて良かった。 
　　　また事業内容的にも、様々な生活をされている方の中で対応しているため、重点施策の取
組事業で、高齢者、生活困窮者、勤務系に関わるという全てに含まれていることも、妥当
であり問題ないと思う。

議：今回、基本施策の中で自殺未遂者等への支援の充実、自死遺族等への支援の充実という項
目が2つ入っているが、相談を受けるにあたっての広報や情報提供はどのような形で実施
しているのか。
またそのような方々からの相談を受けることがあるのか、相談先はどのような場所がある
のか聞きたい。

事：自殺未遂者等への支援の充実に関しては、心の健康相談事業等を通して相談ができること
を広報やホームページ等で周知している。また自死遺族等への支援の充実に関しては、ホ
ームページ内の心の健康「生きづらさを感じている人へ」の中で、県の自殺予防情報セン
ターの外部サイトを掲載しており、自死遺族等のわかちあいの会「こころ・つむぎの会」
にリンクできるようになっている。また自死遺族支援弁護団による自死遺族の方への電話
相談について、健康増進課の窓口や庁舎内の掲示物で情報提供を行い、普及啓発に取り組
んでいる。 

議：重点施策の３勤務・経営に関わる自殺対策の推進に関して、企業の立場として取組状況
について聞きたい。

委：当社の取組としては、社内でのコミュニケーションを密にとるよう心がけている。業
務上のやりとりだけではなく、会社行事の場でのコミュニケーションを密にとること
で、不安や悩みを相談しやすい環境を作っており、今後も積極的に推進していく予定である。

委：第８章計画の推進と評価における事業評価指標において、目標値設定において数値が
多ければ良いということではないと思う。目標値の回数による判断ではなく、相談内
容を分析し相談しなくてもいい環境にどうやってつなげていくか、ということが自殺
対策計画において重要ではないか。受け皿として色々な政策を行うことは重要だが、
相談しなくてもいい環境整備への対策が計画書内でしっかり練られているのかお聞き
したい。

事：計画の評価に関しては、自殺率の低下だけでは評価できない部分もあり、各事業の取組に
よって自殺予防対策にどれだけ成果をもたらしたかという事業の取組成果を総合的に合わ
せて、最終評価する予定である。そのため全庁的に各課で取組む中で、事業内容を新たな
視点で見直しを行い、庁内ワーキング会議を通して、全庁的に自殺に関する現状や課題に
ついて共通認識を持ち、各課で可能なことから施策につながるように取組んでいる。それ
らの一つ一つの取組が、結果的に必要とする支援につながるよう推進していくことを計画
書で示している。

委：勤務・経営に関することとして、50名以下の事業所へのストレスチェック実施が、おそ
らく3年以内に義務化する予定である。資料39ページ事業評価指標の職員安全衛生管理
事務の現状値で示している、ストレスに感じてる職員の割合はおそらく高ストレス者のこ
とかと思うが、今後は労働者に限るがこれまでよりは、ストレスチェックによって、自分
のストレス状態を確かめる方が増えるのではないかと思う。今後、自殺対策として、全
労働者のストレスチェック実施の義務化があると、啓発の視点としてあってもいいと思う
ので、今後検討いただきたい。
 

（２）その他について

事：自殺対策計画の今後の予定について、本日頂いた意見と庁内ワーキング委員からでた意見
をもとに、計画素案の修正を行う予定である。軽微な文言の修正等については、事務局の
方で行うため、ご一任いただきたい。修正後に、10月にパブリックコメント実施のためホ
ームページ等に計画を掲載し、市民の方等からご意見をいただく予定としている。11月に
健康生きがいづくり推進協議会を行い、最終の計画素案を協議し、それが終わり次第３月
の議会で承認を受けて計画策定になる予定である。
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